
鳥取県 PTA協 議会か らの

平成 29年度鳥取県教育予算等に関する要望について (回答 )

【要望項目】

1.教育現場の環境整備及び取組への支援について

(1)少人数教育の推進・充実

(2)子どもと向き合う時間の確保等のための体制整備

2災害時における避難所としての学校施設利用計画の作成について

3熱中症対策 (エアコン設置)について

4.高校再編について



要 望 項 目 現状 要望に対する県教育委員会の

対応方針

1 教育現場の環境整備及び取組への支援について

(1)少人数教育の推進・充実

鳥取県においては、他県にくらべて

教職員を厚く配置していただき、ありが

とうございます。

確かな学力の定着には、基礎的・基

本的な知識・技能の確実な習得が欠か

せません。そのため、児童・生徒一人一

人に対して目の行き届いた個別の対応

と指導が重要であることから、教員数を

増やしていただくことが必要となります。

鳥取県においては、現在、小学校 1、

2年生および中学校 1年生では少人数

学級を実施していただいておりますが、

これを全学年に拡充するとともに、少人

数指導の更なる推進をお願いいたしま

す。

また、小学校における英語や道徳が

教科化されることを踏まえ、教員の拡充

を要望します。

○鳥取県では、国の基準を

上回る学級編制基準 を

設けて、平成 24年度か

ら全学年で少人数学級

を実施しています。

・教員の拡充について、今

年度、アクティブ・ ラー

ニングや特別支援教育

の充実等を図るための

加配を国に要望し、昨年

度に比べ加配が増加し

ています。

○鳥取県では、少人数学級に

おける学習面や生活面でき

め細かな指導の成果を示

し、国に対して拡充を要望

しています。

・教員の拡充について、引き

続き国に対して要望してい

きます。

・新学習指導要領実施により、

小学校の教科として新たに

導入 される英語及び道徳

は、主に学級担任が中心と

なって授業を行うことを基

本と考えており、引き続き

導入に向けて指導方向上の

ための研修充実 を図 りま

す。

(2)子どもと向き合う時間の確保等のための体制整備

児童生徒を取り巻く環境が複雑化・

困難化するなかで、教職員は授業だけ

でなく、学習指導、生徒指導、事務的な

業務、部活動等、幅広い業務を担い、

ますます負担が増すことが容易に推測

されます。

そのため、教員が、授業、学級経営、

生徒指導に一層専念できるようにする

ための体制づくりをお願いいたします。

加えて、新たな課題への対応に必要

な教員の体制、心理や福祉等の専門ス

タッフの充実をお願いいたします。

また、国際調査等によると、我が国の

教員は、授業に関する業務が大半を占

めている欧米の教員と比較すると、授業

○今年度 も専門スタッフ

を含 めたチーム体制整

備を進めており、これま

でに全ての中学校区ヘ

スクールカウンセ ラー

を配置している。平成 2

6年 度か らは県 による

スクール ソーシャル ワ

ーカーの育成を行い、一

層の充実を図っている

ところです。スクールソ

ーシャルワーカーの配

置については、市町村ヘ

の補助を行っており、今

年度 は 15市 町が配置

○市町村立学校における校務

処理を円滑に行うため、平

成 30年度の運用開始を目

標に県下で統一した、校務

支援システム導入を予算化

しており、教職員の業務の

効率化や事務負担の軽減を

図り児童生徒に向きあう時

間の確保や指導の充実を図

ります。



や生徒指導など様々な業務を行つてい

ることが明らかとなつており、勤務時間も

国際的に見て、長いという結果が出て

いると聞きます。

子どもたちを取り巻く環境の変化に対

応しながら、子どもと向き合う時間を確

保できるよう、そして、欧米並みの教職

員定数となるよう、県として「公立義務教

育諸学校の学級編制及び教職員定数

の標準に関する法律」の改正につい

て、国への要望活動を積極的に行つて

いただくことを要望します。

しています。 (SSW配
置の総費用 に対する負

担の割合 :市町村 1/3、

国 2/9、 県 4/9)

○教職員定数については、

県独 自の基準 による学

級編制を行い、改善を図

ってきています。

○教職員定数については、本

県の少人数学級によるきめ

細かな指導による成果を国

に対して示し、今年度、夏

と秋に少人数学級の拡充を

国に対 して要望 していま

す。引き続き、教職員定数

の改善を国に対して要望し

ていきます。



2.災害時における避難所としての学校施設利用計画の作成について

東日本大震災、熊本大地震の例にみ

られるように、大規模災害において

は、学校が地域住民の避難所としての

役割を担うことになります。場合によ

っては、校庭も仮設住宅用地等として

使用されます。

避難所としての学校の使用が長期

にわたることで通常の教育活動が再

開できない状態が続くことになり、そ

れにより子どもたちの教育を受ける

権利の保証も難しくなることが考え

られ、学力の低下等が危惧されます。

また、学校の教員も避難所の運営に

あたらなければならないのが現状の

ようです。

文部科学省もこうした現状に問題

意識を持って、「学校防災マニュアル

(地震・津波災害)作成の手引き」を

H24年 3月 にまとめられています。

報告書の中に避難所としての学校施

設利用計画の策定を挙げていますが、

速やかな避難所開設から早期の教育

活動の再開までを適切に計画するこ

とで、災害の際にはスムーズな平常教

育活動への移行がなし得るものと考

えます。

ついては、県において各市町村に対

し、早期に避難所としての学校施設利

用計画を作成することについて、ご指

導いただきますよう要望致します。

付け加えて、既に作成されている市

町村に対しても、近年起きている災害

等を踏まえ、今一度見直し等を含め、

ご指導いただきますよう要望します。

○文部科学省が作成 した

「学校防災マニュアル

(地震 。津波災害)作成

の手引きJでは、各市町

村防災担当部局が作成

している避難所の開設

や運営マニュアル と併

せ、教職員が協力できる

内容 について関係機関

とあ らか じめ調整 して

お くが ことが必要であ

ると明記されています。

○現在、「学校防災マニュアル

(地震・津波)」 の作成を進

めており、学校と地域住民

や自治体等が避難所運営等

について支援できる内容を

あらかじめ協議しておくこ

とが重要である旨を明記

し、各市町村教育委員会に

対して周知をしていきたい

と考えています。

※平成 29年 1月 20日付文

部科学省通知 「大規模災害

時の学校における避難所運

営の協力に関する留意事項

について」を各市町村 (学

校組合)教育委員会に通知

しています。



温暖化の影響により、夏の気温は3

0℃以上の真夏日は当たり前となり、

35℃以上の猛暑日も珍 しくなくな

ってきました。このような猛暑が続く

ような最近の気候では、集中力の低下

の懸念とともに、現実に熱中症と思わ

れる症状の児童が出てきている事態

に憂慮しています。

更に、PM2 5な どの問題もあり、

窓を開けて風通 しを良くすることも

ためらわれる様な状況にあります。

PTAと しては、早期のエアコン設

置を各市町村に要望しているところ

ですが、設置状況は各市町村で差があ

り、普通教室においては未設置から 1

00%設 置までと大きく差がひらい

ています。

エアコンの設置については各市町

村の対応でとのことでしたが、鳥取県

の子どもは皆同じ快適な教育環境の

中で授業が受けられるのが理想だと

思います。

本協議会は、来年度以降一斉に、県

下の市町村教委ヘエアコン設置につ

いての要望活動を展開する計画を進

めております。 (地域の特性により、

暖房設備を要望する所もあります。)

県におかれましても、設置の推進と

設置後の維持費用 (電気代)の負担軽

減についてバックアップを要望 しま

す。

○普通教室の空調 (冷房)

設備の設置状況 につい

ては、市町村によって

様々であることは認識

しています。

○小中学校のエアコン設

置については、国におい

て助成制度が設け られ

ており、学校を設置する

各市町村においてその

制度を活用 して整備 さ

れることが適当であ り

ます。

(国の助成制度の概要)

。学校施設環境改善交付金

事業 (大規模改修 )

・補助率 1/3

○小中学校の施設整備につい

ては、学校を設置する各市

町村において行うことが適

当で在 り、県の助成制度を

設けることは考えていませ

スノ。

3熱 中症対策 (エアコン設置)について



めまぐるしく変化する社会への対

応や生徒数の減少等により、今後の県

立高校のあり方について検討されて

いるようです。8月 に行った教育懇談

会の議題の一つにもとりあげました

が、高校は子ども達が将来の進路を決

める大切な場所であり、今後の高校の

あり方は、私たち小・中PTAに とっ

ても大変興味深 く関心の高い話題で

あります。

しかしながら、保護者に伝わってく

る情報量は非常に乏しく、保護者の関

知しないところで決定していくこと

に不安を感じています。

今後、適時適切な情報提供ととも

に、これから高校に行かせようとする

わたしたち小・中PTAの 思い。意見

を聞いてもらえる場を作っていただ

き、今後の検討の中に取り入れていた

だくことを要望します。

○中学校の保護者 に対 し

ては、 2年に 1回、「高

校教育改革 に関するア

ンケー ト (中 学校分 )」

を実施 し、「現在 の学

科・コースについて、ど

のように感 じているか」

「お子 さんにどのよ う

な学科で学ばせたいか」

な どについて意見 を伺

い、施策の参考とさせて

いただいています。

※県内中学校第 3学年

の生徒約 30%及 び

その保護者 に対 して

実施。直近では、平成

27年 9月 ～ 10月
に実施。

○教育委員会では、平成 28
年 3月 、平成 31年度から

平成 37年度までの今後の

県立高等学校教育における

基本的な考え方や施策の方

向性について定めた「基本

方針」を策定しました。計

画期間中、県下の中学校卒

業者の減少 (約 370名 の

減少)に は、原則として学

級減で対応し、現存する学

校の存続に最大限努力する

方針です。

※平成 28年 5月 発行 「夢ひ

ろば」に、基本方針の概要

を掲載。

○基本方針の策定に当たって

は、県 PTA協 議会理事も

委員となっている「県教育

審議会学校教育分科会Jで

も議論していただき、また、

県教育委員会における素案

作成後は、パブリックコメ

ントを実施し、幅広く意見

を伺うなどしてきました。

○今後 も様々な方法を通 じ

て、小中PTAの 思いや意

見を聞き、施策に取り入れ

ながら、「基本方針」の具体

化を図っていきたいと考え

ています。

4.高校再編について


